
曽於市議会だより　№ 56　令和元年 5月 7日発行

第1回 定例会
会　　期　平成31年 2月15日～ 3月25日（39日間）
一般質問　10名の議員が登壇（詳細は13～23ページ）

第１回　定例会の様子

第
１
回　
臨
時
会

会
期　
平
成
31
年
１
月
７
日
～
８
日
（
２
日
間
）

臨
時
会

◎
議
案
第
1
号　

補
正
予
算
（
第
８
号
）

10
億
１
２
７
６
万
円
追
加
で
、
思
い
や
り
ふ
る
さ
と
寄
附
金
が

主
な
も
の
で
す
。

　第
1
回
定
例
会

◎
議
案
第
19
号　

補
正
予
算
（
第
９
号
）

3
億
３
６
０
１
万
円
追
加
で
、
市
立
学
校
の
空
調
設
備
に
係
る

設
置
工
事
や
ふ
る
さ
と
寄
附
金
等
の
追
加
で
す
。

◎
議
案
第
36
号　

補
正
予
算
（
第
10
号
）

２
２
８
９
万
円
追
加
で
、プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
や
市
道
２

路
線
の
事
業
費
等
の
追
加
で
す
。

平
成
30
年
度　

曽
於
市
一
般
会
計
補
正
予
算

総
額
２
６
４
億
10
万
円
（
補
正
後
予
算
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詳
細
は
８
～
10
ペ
ー
ジ
）
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☆定例会とは年 4回定例的に開かれる会議で、曽於市では、3月・6月・9月・12月に開催します。

条
例
改
正

議
案
第
３
号

空
家
等
の
適
切
な
管
理
等
に
関
す
る
条
例
の
制
定

空
家
等
の
適
切
な
管
理
及
び
活
用
に
つ
い
て
、

緊
急
的
な
危
機
回
避
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
、

曽
於
市
空
家
等
対
策
審
議
会
を
設
置
し
、
空
家

等
に
関
す
る
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実

施
す
る
も
の
で
あ
る
。

問　
緊
急
的
な
危
機
回
避
の
措
置
と
は
。

答　

所
有
者
等
の
同
意
を
基
本
と
し
て
看
板
や

三
角
コ
ー
ン
の
設
置
な
ど
必
要
最
小
限
の
措
置

を
想
定
し
、
同
意
を
得
ら
れ
な
い
場
合
や
所
有

者
が
判
明
し
な
い
場
合
は
、
弁
護
士
等
に
相
談

し
な
が
ら
対
応
す
る
。

議
案
第
５
号

末
吉
農
産
物
等
直
販
施
設
・
活
性
化
施
設
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定

　

施
設
の
指
定
管
理
期
間
が
、
平
成
31
年
３
月

31
日
を
も
っ
て
満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
市
の

管
理
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
改
正
が
広
範
な
こ

と
か
ら
、
条
例
の
全
部
を
改
正
し
、
条
項
の
整

備
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

問　

平
成
31
年
４
月
１
日
以
降
の
施
設
管
理
は

ど
の
よ
う
に
な
る
か
。

答　

直
販
施
設
及
び
レ
ス
ト
ラ
ン
部
分
に
つ
い

て
は
、今
ま
で
ど
お
り
貸
館
と
し
、外
ト
イ
レ
、

施
設
内
ト
イ
レ
及
び
調
理
室
に
つ
い
て
は
メ
セ

ナ
末
吉
に
管
理
委
託
す
る
。

議
案
第
８
号

曽
於
市
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

財
部
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
利
用
者
減
少

の
た
め
廃
止
し
、
利
活
用
を
図
る
た
め
改
正
す

る
も
の
で
あ
る
。

問　
利
用
者
28
人
の
今
後
の
対
応
は
。

答　

社
会
福
祉
協
議
会
と
し
て
は
全
て
の
方
が

他
の
施
設
を
利
用
で
き
る
よ
う
話
を
進
め
て
い

る
と
報
告
を
受
け
て
い
る
。

議
案
第
12
号

市
有
住
宅
条
例
の
一
部
改
正

　

高
岡
下
団
地
に
市
有
住
宅
を
１
戸
新
築
す
る

こ
と
に
伴
い
、
関
連
す
る
規
定
を
改
正
す
る
も

の
で
あ
る
。

問　

工
事
費
及
び
入
居
基
準
等
は
。

答　

平
成
28
年
に
焼
失
し
、
火
災
保
険
に
よ
り

建
設
す
る
も
の
で
、
床
面
積
90
・
29
㎡
、
４
Ｌ

Ｄ
Ｋ
、
家
賃
２
万
４
９
０
０
円
、
工
事
費

１
８
４
２
万
円
で
あ
る
。
入
居
基
準
は
同
居
家

族
が
あ
る
こ
と
で
特
に
所
得
制
限
も
な
い
。

議
案
第
13
号

地
域
振
興
住
宅
条
例
の
一
部
改
正

　

見
帰
団
地
、
光
神
団
地
、
東
笠
木
団
地
に
地

域
振
興
住
宅
を
そ
れ
ぞ
れ
１
戸
新
設
す
る
こ
と

に
伴
い
、
関
連
す
る
規
定
を
改
正
す
る
も
の
で

あ
る
。

問　

毎
年
平
均
し
て
５
戸
程
度
の
退
去
者
が
あ

る
が
入
居
契
約
時
に
退
去
条
件
等
を
付
す
べ
き

で
は
な
い
か
。

答　

入
居
者
選
考
委
員
会
等
で
議
論
し
て
い
る
。

問　

退
去
し
た
人
の
状
況
は
。

答　

夫
婦
の
ど
ち
ら
か
が
地
元
の
方
で
あ
る
た

め
、
市
内
に
新
築
さ
れ
る
方
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。

意
見　

入
居
希
望
者
の
住
み
た
い
と
こ
ろ
に
建

設
し
て
い
る
が
、
市
と
し
て
人
口
増
対
策
の
地

区
を
選
定
し
て
建
設
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

全
会
一
致　
可
決

全
会
一
致　
可
決

全
会
一
致　
可
決

全
会
一
致　
可
決

全
会
一
致　
可
決
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曽於市議会だより　№ 56　令和元年 5月 7日発行

議
案
第
16
号

市
立
図
書
館
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

議
案
第
17
号

市
歴
史
民
俗
資
料
館
及
び
郷
土
館
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

開
閉
時
間
の
変
更
、
利
用
者
の
利
便
性
と
利

用
促
進
を
図
る
た
め
。

現
在　
10
時
～
19
時

新　
　
９
時
～
18
時

指
定
管
理
者
の
指
定

議
案
第
18
号

施
設
名

末
吉
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

指
定
管
理
者

㈱
ユ
ニ
テ
ィ

指
定
管
理
期
間

平
成
31
年
４
月
１
日
～
平
成
34
年
３
月
31
日

発
議

発
議
第
１
号

曽
於
市
議
会
議
員

　
　
政
治
倫
理
条
例
の
制
定

（
発
議
者
）　
山
田　
義
盛

他
6
名

本
条
例
は
「
議
員
の
名
誉
と
品
位
を
損
な
う

行
為
」「
市
職
員
の
職
務
執
行
を
妨
げ
る
行
為
」

な
ど
７
項
目
を
禁
止
。
市
か
ら
助
成
を
受
け
て

い
る
団
体
の
長
に
就
任
し
な
い
努
力
義
務
を
盛

り
込
ん
だ
。

違
反
の
疑
い
が
あ
る
場
合
、有
権
者
の
１
０
０

分
の
１
ま
た
は
市
議
定
数
の
５
分
の
１
か
ら
請

求
が
あ
れ
ば
政
治
倫
理
審
査
会
を
設
置
し
、
必

要
に
応
じ
て
処
分
を
下
す
も
の
で
あ
る
。

（
施
行
期
日
）
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
。

反
対
討
論　

◎
市
民
か
ら
の
要
望
を
執
行
部
へ
伝
え
る
の
に

制
限
が
さ
れ
る
。　
　
　
　
（
渕
合　

昌
昭
）

◎
特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
、
先
進
地
等
研
修

し
、
議
員
各
位
の
意
見
等
を
考
慮
し
て
、
十

分
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。　

（
久
長　

登
良
男
）

◎
議
論
が
深
ま
っ
て
な
い
の
で
、
も
う
少
し
内

容
を
煮
詰
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
今
鶴　

治
信
）

◎
整
合
性
に
か
け
る
。
審
議
不
足
で
あ
る
。

（
渡
辺　

利
治
）

◎
条
例
制
定
に
は
否
定
は
し
な
い
が
、
も
う
少

し
議
論
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
谷
口　

義
則
）

賛
成
討
論

◎
信
頼
回
復
の
た
め
に
即
刻
制
定
す
べ
き
で
あ

る
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
地
知　

厚
仁
）

◎
市
民
の
模
範
と
な
る
べ
き
立
場
で
あ
る
。

（
海
野　

隆
平
）

◎
年
度
替
わ
り
の
４
月
１
日
に
施
行
す
べ
き
で

あ
る
。
即
断
即
決
、
即
実
行
、
本
市
議
会
に

と
っ
て
新
た
な
出
発
を
願
う
。（
土
屋　

健
一
）

◎
政
治
倫
理
条
例
は
必
要
で
あ
る
。

（
徳
峰　

一
成
）

◎
倫
理
条
例
制
定
は
市
民
へ
の
信
頼
回
復
の
た

め
に
も
必
要
で
あ
る
。 　
　
　
（
宮
迫　

勝
）

全
会
一
致　
可
決

全
会
一
致　
可
決

全
会
一
致　
可
決

賛
成
多
数　
可
決

変
更
後

市立図書館
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☆議員が議案について賛成 ･反対の意思表示をすることを「表決」といいます。

議決結果一覧
原田議員は議長のため、表決には参加しない。賛成「○」。賛成者の
みを諮る表決方法であるため、賛成者以外

（反対者・態度保留者・棄権者等）は「●」としている。

議　案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議員名
結　
果

重
久　

昌
樹

松
ノ
下
い
ず
み

鈴
木　

栄
一

岩
水　
　

豊

渕
合　

昌
昭

上
村　

龍
生

宮
迫　
　

勝

今
鶴　

治
信

九
日　

克
典

伊
地
知
厚
仁

土
屋　

健
一

山
田　

義
盛

大
川
内
冨
男

渡
辺　

利
治

海
野　

隆
平

久
長
登
良
男

谷
口　

義
則

迫　
　

杉
雄

徳
峰　

一
成

報告 第 1 号 専決処分の報告について 承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　
　
　

案

第 2 号 曽於市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営
に関する基準等を定める条例の制定 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 3 号 曽於市空家等の適切な管理等に関する条例の制定 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 4 号 曽於市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条
例の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 5 号 曽於市末吉農産物等直販施設・活性化施設の設置
及び管理に関する条例の制定 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 6 号 曽於市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部
改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 7 号 曽於市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条
例の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 8 号 曽於市デイサービスセンターの設置及び管理に関
する条例の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 9 号 曽於市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第10号 曽於市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に
関する基準を定める条例の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第11号 曽於市産業振興審議会条例の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第12号 曽於市有住宅条例の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第13号 曽於市地域振興住宅条例の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第14号 曽於市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技
術管理者に関する条例の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第15号 曽於市教職員住宅条例の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第16号 曽於市立図書館の設置及び管理に関する条例の一
部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第17号 曽於市歴史民俗資料館及び郷土館の設置及び管理
に関する条例の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第18号 指定管理者の指定 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第19号 平成30年度曽於市一般会計補正予算（第 9 号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第20号 平成30年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算 
（第 5 号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第21号 平成30年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予
算（第 5 号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第22号 平成30年度曽於市介護保険特別会計補正予算
（第 5 号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第23号 平成30年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予
算（第 4 号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第24号 平成30年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正
予算（第 4 号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第25号 平成30年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計補正
予算（第 4 号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第26号 平成30年度曽於市水道事業会計補正予算（第５号）可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第27号 平成31年度曽於市一般会計予算 可決 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第28号 平成31年度曽於市国民健康保険特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第29号 平成31年度曽於市後期高齢者医療特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
第30号 平成31年度曽於市介護保険特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第31号 平成31年度曽於市公共下水道事業特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第32号 平成31年度曽於市生活排水処理事業特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第33号 平成31年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第34号 平成31年度曽於市水道事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第35号 曽於市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一
部改正 可決 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

第36号 平成30年度曽於市一般会計補正予算（第10号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
発議 第 1 号 曽於市議会議員政治倫理条例の制定 可決 ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○
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